
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年５月20日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第40号

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例（昭和44年鳥取県条例第35号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受 知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受

けた者（以下「借受者」という。）が同表の中欄に掲 けた者（以下「借受者」という。）が同表の中欄に掲

げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右 げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右

欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務 欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務

を免除することができる。 を免除することができる。

免除 免除

貸付金の種類 免除の条件 の範 貸付金の種類 免除の条件 の範

囲 囲

介 県内における介護福祉士 略 介 県内における介護福祉士 略

護 及び社会福祉士の充実に資 護 及び社会福祉士の充実に資

福 するため、養成施設等（社 福 するため、養成施設等（社

祉 会福祉士及び介護福祉士法 祉 会福祉士及び介護福祉士法

士 （昭和62年法律第30号）第 士 （昭和62年法律第30号）第

等 ７条第２号若しくは第３号 等 ７条第２号若しくは第３号

修 又は第39条第１号から第３ 修 又は第39条第１号から第３

学 号までの規定に基づき文部 学 号までの規定に基づき文部

資 科学大臣及び厚生労働大臣 資 科学大臣及び厚生労働大臣

金 の指定した学校又は厚生労 金 の指定した学校、厚生労働

働大臣の指定した養成施設 大臣の指定した職業能力開

をいう。以下この項におい 発促進法（昭和44年法律第

て同じ。）に在学する者 64号）第15条の６第１項各

で、将来県内において介護 号に掲げる施設若しくは同

福祉士又は社会福祉士の業 法第27条第１項に規定する

務に従事しようとするもの 職業能力開発総合大学校

に対して貸し付ける資金 （以下「職業能力開発総合

大学校」という。）又は厚

生労働大臣の指定した養成

施設をいう。以下この項に

おいて同じ。）に在学する



者で、将来県内において介

護福祉士又は社会福祉士の

業務に従事しようとするも

のに対して貸し付ける資金

略 略

理 県内における理学療法 略 理 県内における理学療法 略

学 士、作業療法士及び言語聴 学 士、作業療法士及び言語聴

療 覚士の充実に資するため、 療 覚士の充実に資するため、

法 理学療法士等養成施設（理 法 理学療法士等養成施設（理

士 学療法士及び作業療法士法 士 学療法士及び作業療法士法

等 （昭和40年法律第137号）第 等 （昭和40年法律第137号）第

修 11条第１号若しくは第２号 修 11条第１号若しくは第２号

学 に規定する文部科学大臣が 学 に規定する文部科学大臣が

資 指定した学校若しくは厚生 資 指定した学校若しくは厚生

金 労働大臣が指定した理学療 金 労働大臣が指定した理学療

法士養成施設、同法第12条 法士養成施設、同法第12条

第１号若しくは第２号に規 第１号若しくは第２号に規

定する文部科学大臣が指定 定する文部科学大臣が指定

した学校若しくは厚生労働 した学校若しくは厚生労働

大臣が指定した作業療法士 大臣が指定した作業療法士

養成施設又は言語聴覚士法 養成施設又は言語聴覚士法

（平成９年法律第132号）第 （平成９年法律第132号）第

33条第１号から第３号まで 33条第１号から第３号まで

若しくは第５号に規定する 若しくは第５号に規定する

文部科学大臣が指定した学 文部科学大臣が指定した学

校若しくは厚生労働大臣が 校若しくは厚生労働大臣が

指定した言語聴覚士養成 指定した言語聴覚士養成

所、大学（短期大学を除 所、大学（短期大学を除

き、同条第４号に規定する き、同条第４号に規定する

厚生労働大臣の指定する科 厚生労働大臣の指定する科

目を修めようとする場合に 目を修めようとする場合に

限る。）若しくは職業能力 限る。）若しくは職業能力

開発促進法（昭和44年法律 開発総合大学校の長期課程

第64号）第27条第１項に規 （同条第４号に規定する厚

定する職業能力開発総合大 生労働大臣の指定する科目

学校の長期課程（言語聴覚 を修めようとする場合に限

士法第33条第４号に規定す る 。 ） を い う 。 以 下 同

る厚生労働大臣の指定する じ。）に在学する者で、将

科目を修めようとする場合 来県内において理学療法

に限る。）をいう。以下同 士、作業療法士又は言語聴

じ。）に在学する者で、将 覚士の業務に従事しようと

来県内において理学療法 するものに対して貸し付け

士、作業療法士又は言語聴 る資金

覚士の業務に従事しようと

するものに対して貸し付け



る資金

略 略

備考 略 備考 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


